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議  事  録 

会 議 の 名 称 第１４回小美玉市小学校（小川小学校・橘小学校）統合準備委員会 

開 催 日 時 平成３０年７月２５日（水） １９時００分～ 

開 催 場 所 小川総合支所 ３階 大会議室 

出 席 者 

【出席委員】 

  小川錬太郎  川名 美佐  貝塚  誠  杉田 三佳 

  安田  健  長島 美穂  髙野 一郎  稲野邉 緑   

  髙野 裕一  石田  昇  髙安 正浩  市村小枝子  

  平本 敏彦  近藤 貞夫  藤井 敏生  笹目 雄一 

  谷仲 和雄  植木 弘子  内藤裕一郎  石川 由里 

  中里里佳子 

 

【欠席委員】 

 千葉 栄子  岡根 典子  佐谷 雅義  清水 直樹 

 小島 健一  大塚 好蔵 

 

【事務局】 

加瀬 博正  長津 智之  白井 律子  狩谷 秀一 

菅谷 清美  藤田 誠一  長谷川勝彦  植田  薫 

外之内信浩  内田 真基  戸塚  聡  入野裕美子 

協 議 案 件 

・本年度スケジュール（案）について 

・専門部会の構成について 

・その他 

会 議 資 料 
別 紙 

 （ 会議次第、 他 ） 

記 録 方 法 

□全文記録 

☑発言者の発言内容ごとの要点記録 

□会議内容の要点記録 

公開･非公開の別 ☑ 公開  □ 一部公開  □ 非公開   （傍聴者 ０ 人） 



2 

 

【教育長あいさつ】 

本日はお忙しいところ、お集まりいただき、ありがとうございます。 

例年にない厳しい暑さとなっておりますが、おかげさまで、事故もなく１学期を 

終えることができました。全国的に見ると、この暑さにより、水温が高いために、プ

ールの開放ができなかったり、プールの授業ができなかったりと、非常に珍しい状況

となっております。 

また、本日の茨城新聞において、エアコンの設置状況について掲載されていますが、 

小美玉市は９２．０％となっております。来年の４月には、小川南小学校の開校に 

より、１００％となる予定で、児童の皆さんにはご迷惑をおかけしていますが、よろ

しくお願いいたします。 

さらに、校舎の建設も予定どおり進んでいます。この後事務局より説明があると思 

いますが、良い環境ができつつあります。 

今後は、ソフト面も含め、皆さんの協力を得て協議を進めてまいりたいと思います

ので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

【 報 告 】 

資料１に基づき事務局より説明 

 

事務局 〔工事概要の説明〕 

校舎建設状況についてだが、小川南小学校校舎は、鉄筋コンクリート造

３階建て、校舎の延床面積は５４８１．６４㎡である。校舎の完成は、平

成３１年１月４日を予定しており、その後、検査等を行い、１月中旬から

下旬に引渡しを受ける予定となっている。校舎周りの外構工事を行い、 

平成３１年３月中の完成を予定している。６月末での進捗率は予定・実施 

ともに４５．３％、７月末では進捗率が５０．４％の予定となっている。 

これまでの作業工程として、昨年の８月に旧小川南中学校校舎の解体が

終了し、９月から小川南小学校の校舎の建設工事を開始した。６月末には

屋根部分のコンクリート打設が終了し、校舎のコンクリート部分が出来上

がった。現在、１階フロアでは、設備配管、サッシ取付け等の工事が進め

られており、順次２階フロア、３階フロアへ移行して行く予定である。 

 

〔資料１に添付した写真の説明〕 

添付した写真１枚目は、平成２９年９月時点の写真で、旧小川南中学校

校舎の解体後に撮影したもので、写真の上側に体育館とプールがある。そ

の下が校舎建設場所として、造成した箇所になる。さらにその下が、グラ

ウンドになる。 

写真２枚目は、平成３０年１月時点の写真で、杭工事が完了し、基礎部

分のコンクリート工事を行っているところとなっている。 

次のページの写真３枚目は、平成３０年６月時点のもので、前のページ

の写真とは、向きが逆になっており、中央部分が新築している校舎、上側

がグラウンドとなっている。校舎屋根部分がコンクリート打設前の状況と

なっている。 

 

         以上が小川南小学校の建設状況の説明となる。 
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〔準備委員会の検討事項〕 

校名は、「小美玉市立小川南小学校」に決定している。小川小学校・橘小

学校学区在住の市民等を対象に応募した校名案の中から、準備委員会で選

定を行った。 

 

〔総務・通学部会の検討事項〕 

スクールバスについては、通学距離が原則３ｋｍ以上となる児童への通

学支援としてスクールバスを運行し、通学への負担軽減と安全を確保する

こととした。   

スクールバス通学の具体的内容として、まず、１番目に、利用対象は、

１４の行政区とした。通学班体制の維持など、通学の運用上の観点から、

スクールバスの利用できる範囲、区切る単位を行政区とした。行政区単位

としたうえで、通学距離が３ｋｍ以上の児童を対象としたことから、小川

南小学校から３ｋｍ地点のある行政区とそれより遠くなる行政区の児童を

利用のできる対象とした。また、県道が新たに通学路となり歩道等による

安全が確保できない行政区として、田中台も利用できる対象とした。 

２番目として、乗降所は、８箇所の公民館等を利用する。敷地内で乗降

をすることで、児童の安全を確保すること、また、観光バスタイプのバス

を使用する予定のため、乗降に時間がかかることから交通の支障とならな

いよう道路での停車をしないこととし、公民館等を利用することとした。 

さらに、公民館等以外の乗降所の設置については、利用する児童の保護

者が、一定の条件を満たした場所を乗降所とする申請ができることとした。

乗降所の設置の申請にあたっては、乗降所が増えすぎて、出発時間が早く

なりすぎることや、乗車時間が極端に長くなることを避けるため運行計画

に影響を及ぼさないこととし、利用する児童の保護者が適正な場所を申請

できることとした。 

３番目に、スクールバスの運行回数は、登校は１便、下校は時間差で２

便を運行する。 

４番目に利用料は、教育の公平性や子育て支援の観点から、負担はなく

無料とすることとした。 

今後、８月上旬にスクールバスを運行する業者の選定を行う。業者が決

まったら、乗降所の確認をした上で、整備に着手する予定である。 

また、中根、下田（一）地区が利用する乗降所設置の申請があったため、

現在、土地の所有者との整備にむけた調整を行っている。 

 

以上が、現在のスクールバスに関する準備状況となる。 

 

校章は、藤代範雄氏に作成を依頼し、すでに完成している。校舎に設置

するもの、体育館の舞台の幕等を作成する予定としている。 

 

校歌は、作曲を橘小学校・小川南中学校卒業した田川めぐみ氏に依頼し、

作詞を田川氏から推薦のあった河野陽介氏に依頼している。今月中に試作

ができあがり、次回の準備委員会で報告する予定としている。 

体操服等は、小川南小学校の長袖、長ズボン、半袖、半ズボンの４点を
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決めた。すでに今年度から購入ができるようになっている。 

 

〔ＰＴＡ部会の検討事項〕 

ＰＴＡ規約については、ＰＴＡ規約（案）を作成し、４月のＰＴＡ総会

で規約（案）としての承認を受けている。なお、慶弔規定（案）を含むた

め、資料には、「規約（案）等」としている。 

役員の選出については、本年度両校のＰＴＡ本部役員による会議を開催

し、小川南小学校初年度の役員選出について検討する予定となっている。 

 

〔学校運営部会の検討事項について〕 

日課表について、今年度から同じ日課表を使用している。日没が早い冬季

期間は、下校時のバスの発車時刻を検討する必要があり、昼休みの短縮を検

討している。 

学習・生活のきまりについても今年度から同じきまりを使用している。た

だし、自転車に関するきまりについては、各校のきまりをそのまま使用して

いる。 

また、今年度の計画は、第１３回準備委員会における報告のとおりとする。 

 

以上、小川南小学校の開校準備状況の報告となる。 

 

委員長 委員の方から補足する事項はあるか。 

 

委 員  学校運営部会の方から、今年度の計画について補足する。 

     交流会についてだが、１年生から４年生は、２学期に小川南小学校体育館

において実施する。 

また、５、６年生は対外的な行事の際に実施する。例えば６年生は、５月

末に陸上記録会があったため、その終了後に交流会を実施した。このように、

対外的な行事を活用して、交流を図っている。 

来週月曜日からは、２泊３日の自然教室も実施されるため、こちらを通し

ても交流が深まればと考えている。 

新入生保護者会は、１月２４日（木）にアピオス小ホールにおいて行う。 

閉校式は、小川小学校は、２月１６日（土）にアピオスにおいて、橘小学

校は２月２３日（土）橘小学校体育館において実施する。 

平成３０年度末のＰＴＡ総会について、橘小学校は２月末、小川小は３月

初めを予定している。 

最後に、引越しについては、３月２３日（土）と３月２４日（日）を予定

している。 

 

【 協 議 】 

（１）本年度スケジュール（案）について 

 

資料２に基づき事務局より説明 

 

事務局  本年度スケジュール案について説明させていただく。 
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〔準備委員会の開催について〕 

今年度は、９月上旬、１２月上旬、２月下旬を予定している。開催日が決

まり次第、通知にてお知らせするので、よろしくお願いしたい。 

また、各回の議事について、本日の第１４回はスケジュール、専門部会の

構成、９月の第１５回は校歌の報告及び各部会からの報告、１２月の第１６

回は各部会からの報告、そして２月の第１７回は各部会からの報告と準備委

員会のまとめを行う予定としている。 

 

〔各部会の検討予定〕 

○総務・通学部会 

８月上旬と１１月上旬に開催を予定しており、「制服の有無」・「式典事業

等」・「通学体制」・「通学路」について検討を行う。 

○学校運営部会 

今年度の４月・５月・７月に開催している。８月には、合同研修会を開催

する予定で、必要に応じて随時開催し、各事項について検討を行う予定とし

ている。 

○ＰＴＡ部会 

昨年度作成したスケジュールを記載している。今年度は、「ＰＴＡ組織編

制」として、役員の選出について検討を行うため、７月、９月、１１月、 

１月に開催を予定している。７月については、開催までの期間が短いため、 

この後の議事で決定する、部会長と調整を行いたいと考えている。 

     

〔各部会における検討を終了した事項の作業予定〕 

○総務・通学部会 

校章については、校旗の作成と校章の設置等の作業があり、校旗の作成期

間として１１月までとした。 

校歌については、７月中に試作が完成する予定となっている。報告は、９

月上旬の準備委員会を予定しており、修正等が必要となった場合の予備期間

を考え、検討期間を１０月までとした。 

体操服等については、検討事項はないため、割愛する。 

スクールバスについては、８月上旬に運行業者が決まる予定となってい

る。業者が決まった後、１１月までを規則等の作成、乗降所の整備を行う期

間とした。さらに、１月は、利用申請を行う予定としている。２月には試験

運行ができるよう準備を進めたいと考えている。 

 

以上、本年度スケジュール（案）の説明とする。 

 

委員長 スケジュールについて、意見等はあるか。 

 

意  見  等  な  し 

 

委員長 それでは、本年度のスケジュールは、案のとおりとさせていただく。 
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（２）専門部会の構成について 

資料３に基づき事務局より説明 

 

事務局  専門部会構成（案）について説明させていただく。 

総務・通学部会は、構成人数が１０名で、学校関係者職員が２名、保護者

代表が４名、地域代表が４名となっている。 

学校運営部会は、構成人数が４名で全て学校関係者職員としている。 

ＰＴＡ部会は、構成人数が８名で学校関係者職員２名、保護者代表が６名

の構成になっている。 

平成３０年度の部会員（案）作成の基本な考え方として、昨年度の部会員

は、そのまま継続していただき、学校関係者職員については、役職ごとに引

き継ぐかたちを考えている。 

今年度の専門部会構成について、この構成案でよろしければ、空欄となっ

ている箇所に新しく委員を委嘱された小川小ＰＴＡの２名にそれぞれ入っ

ていただきたいと思う。また、総務・通学部会とＰＴＡ部会は、部会長を選

出いただきたいと考えている。 

以上、専門部会構成（案）についての説明とする。 

 

委員長 構成案について、意見等はあるか。 

 

意 見 等 な し 

 

委員長  それでは、専門部会の構成については、案のとおりとする。 

     続いて、総務・通学部会及びＰＴＡ部会の部会長はどのように選出するか、

意見をいただきたい。 

 

委 員  各部会で集まって話し合うのが良いと思う。 

 

委員長  それでは、総務・通学部会の委員とＰＴＡ部会の委員は、部会長について

話し合っていただきたい。 

 

部 会 ご と の 話 し 合 い 

 

委員長  各部会の部会長について、話し合いの結果を報告させていただく。 

総務・通学部会の部会長について、昨年度まで副部会長を務めていた、 

千葉委員にお願いをする。 

ＰＴＡ部会の部会長について、昨年度まで橘小学校教頭が務めていたこと

から、高安委員にお願いをする。 

     また、学校運営部会の部会長について、昨年度に引き続き、稲野邉委員に 

お願いをする。 

      それぞれの副部会長については、次回の各専門部会の開催時において、 

    決定することとする。 

専門部会について、他に意見等はあるか。 



7 

 

 

意 見 等 な し 

 

委員長 それでは、各専門部会の部会長については、以上の通りとする。 

 

（３）その他 

 

委員長 その他として、報告や意見等はあるか。 

 

意 見 等 な し 

 

 

１９：４０ 閉会 

 

 
 


